
厚生労働省「介護事業者のためのＢＣＰ作成セミナー」事前学習のお願い 

 

 本セミナーは、１時間という短時間で、ＢＣＰの作成のノウハウをお伝えします。 

そのため、以下に示すＢＣＰの基本的な知識は、皆様ご自身で事前に学習した上で、セミナーにご参加頂くこと

でセミナーの理解が深まるようになります。そのため、お手数ですが、以下の事前学習を可能な限りお願い致し

ます。ただし、既にＢＣＰを作成済みの方は、必要に応じて、事前学習を割愛しても構いません。 

 

厚生労働省の介護ＢＣＰのホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html 

入力が大変なので、検索エンジンで「厚労省介護ＢＣＰ研修」と検索すると、以下のページを表示できます。 

 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html


 

（１）必要な資料の入手 

 以下の資料をダウンロードする。必要に応じて印刷します。 

①新型コロナウィルス感染症発生時の業務継続ガイドライン 

②自然災害発生時の業務継続ガイドライン 

③サービスに応じて以下の【例示入り】＜Ｒ３年度 ＮＥＷ！＞のひな形 

【入所系】 感染症ひな形（入所系）、自然災害ひな形（共通） 

【通所系】 感染症ひな形（通所系）、自然災害ひな形（共通、サービス固有） 

【訪問系】 感染症ひな形（訪問系）、自然災害ひな形（共通、サービス固有） 

【居宅介護支援】 感染症ひな形（入所系、通所系、訪問系）、自然災害ひな形（共通、サービス固有） 

 

（２）ＢＣＰの基礎知識の習得 

 動画構成の「１．ＢＣＰとは」を視聴します（約２０分）。 

 動画の下に資料ダウンロードがありますので、必要に応じて資料を印刷します。 

 

（３）ＢＣＰ内容の理解 

 以下の動画を視聴し、ＢＣＰの各項目を理解します。両方を視聴する必要はございません。 

①厚生労働省の解説動画 

本動画で使用しているひな形は、Ｒ３年度ＮＥＷ！ではありません、旧来のひな形ですのでご注意ください。 

＜介護サービス類型毎の対象項目＞ 

【入所系】 ２，３，（６），７   11+22+(12)+32 =77分 

【通所系】 ２，４，（６），７，８  11+20+(12)+32+3 =78分 

【訪問系】 ２，５，（６），７，９  11+21+(12)+32+3 =79分 

【居宅介護支援】 ２，５，（６），７，１０ 11+21+(12)+32+4 =80分 

※「６：共通事項（概要編）」は、「７：共通事項」の内容を、簡潔にまとめたものです。 

 

②当連盟の解説動画 

 Ｒ３年度ＮＥＷ！のひな形の解説は、 

下記のＵＲＬから見ることができます。 

https://www.chusanren.or.jp/kaigo-bcp/ 

入力が大変なので、検索エンジンで 

「中部産業連盟介護ＢＣＰ」と検索すると、 

右のページを表示できます。 

Ｐａｒｔ－１ 22分 

Ｐａｒｔ－２ 32分 

Ｐａｒｔ－３ 34分 計 88分 

を視聴ください。 

 

https://www.chusanren.or.jp/kaigo-bcp/

